
　労働安全衛生法では、労働者の一

般的な健康の確保を図るとともに、業

務上の適正配置や健康管理を目的

として、事業者に「一般健康診断」の

実施義務を課しています。同時に労

働者にも健康診断の受診義務を課し

ており、正当な理由なく受診を拒否す

ることはできません。

　業種・業態にかかわらず実施が義

務付けられているのが「一般健康診

断」です。その内容は、①雇入れ時健

康診断、②定期健康診断、③特定業

務従事者健康診断、④海外派遣労

働者健康診断、⑤給食従業員の検

便、⑥深夜業従事者の自発的健康診

断とさまざまですが、①～③について

以下に説明します。

①雇入れ時健康診断
　「常時使用する労働者」を雇い

入れた際は、速やか（おおむね2週

間以内）に健康診断を実施する必

要があります。ただし、対象労働者

が雇入れ前３カ月以内に受けた健

康診断結果票などを提出した場合

は、実施項目について省略すること

ができます。

②定期健康診断
　「常時使用する労働者」に対し、

１年以内ごとに１回、健康診断を

実施する必要があります。実施時

期に労働者が育児・介護休業や私

傷病休職となっている場合は、健

康診断を実施しなくても差し支え

ありませんが、休業終了後速やか

に実施しなければなりません。

③特定業務従事者健康診断
　特定業務（有害業務、深夜業務

など）に常時従事する労働者に対

し、当該業務への配置替えの際、お

よび6カ月以内ごとに1回、定期健

康診断と同一項目の健康診断を実

施する必要があります。

　健康診断の実施対象は、正社員等

のフルタイム勤務者に限定されませ

ん。契約社員等の有期労働者やパー

ト・アルバイト等の短時間労働者で

あっても、以下のア、イの両方に該当す

る者は「常時使用する労働者」に該当

し、一般健康診断の対象となります。

①健康診断の結果の記録
　健康診断の結果は、健康診断個

人票を作成し、それぞれの健康診

断によって定められた期間（原則5

年間）、保存する必要があります。

②健康診断の結果についての医師等
　からの意見聴取
　健康診断の結果に基づき、健康

診断の項目に異常の所見のある労

働者について、労働者の健康を保

持するために必要な措置につい

て、医師または歯科医師の意見を

聴く必要があります。

③健康診断実施後の措置
　上記②による医師または歯科医

師の意見を勘案し、必要があると

認めるときは、作業の転換、労働時

間の短縮等の適切な措置を講じる

必要があります。

④健康診断の結果の労働者への通知
　健康診断結果は、労働者に通知

する必要があります。

⑤健康診断の結果に基づく保健指導
　健康診断の結果、特に健康の保

持に努める必要がある労働者に対

し、医師や保健師による保健指導

を行うよう努めなければなりませ

ん。なお、医師等が再検査を勧める

ことがありますが、再検査の受診に

ついて強制することはできません。

⑥健康診断の結果の所轄労働基準
　監督署長への報告
　50人以上の事業場においては、

健康診断の結果を遅滞なく、所轄

労働基準監督署署長に提出する

必要があります。

　一般健康診断の受診時間の取扱

いについては、法令上明確にされて

いません。よって、労働時間としなくて

も違法ではありませんが、労働者の

健康を確保することは事業の円滑な

運営に不可欠であるため、労働時間

とすることが望まれます。

　また、健康診断の受診費用につい

ては、法で事業者に健康診断の実施

義務を課していることから事業者が

負担しなければなりませんが、事業

者が実施する健康診断を受けること

を希望せず、他の医療機関等で健康

診断を受けその結果を提出した場合

は、事業者が当該費用を負担しなく

ても問題ありません。なお、医療機関

等までの交通費については、事業者

が当然に負担するものではなく、労使

協議のうえ決定するものとなります。

　正社員には毎年１回健康診断を行っていますが、会社の指定休日（平日）に受診さ
せていることから、受診時間について給与を支給しておりません。また、受診費用は会
社が負担しているものの、交通費については自己負担としていますが、法的に問題があ
るでしょうか。

健康診断の実施と受診義務

一般健康診断の内容

Question

　受診時間を労働時間としていなくても法的な問題はありませんが、法令に従い受診を命じることから、多くの
企業では労働日に受診を命じており、受診時間を労働時間としています。また、受診費用は会社が負担すべきも
のとなっていますが、交通費については労働者負担としても問題ありません。

Answer

社会保険労務士法人
大野事務所代表社員 野田 好伸（特定社会保険労務士）

大学卒業後、社労士法人ユアサイドに入所し社労士としての基本を身に付ける。その後6年の勤務を経
て、2004年4月に大野事務所に入所する。現在は代表社員として事務所運営を担いながら、人事労務
相談、人事制度設計コンサルティングおよびIPO支援を中心とした労務診断（労務デュー・デリジェン
ス）に従事する。

健康診断の受診時間と
受診費用の取扱い

「常時使用する労働者」とは
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受診時間と受診費用の
取扱い

健康診断実施後の措置

ア．雇用期間
無期雇用者（雇用期間の定めのな
い者）、または1年以上の有期雇用
者(契約更新により1年以上の雇
用が見込まれる者、1年以上引き
続き雇用している者を含む。なお、
特定業務従事者はいずれも6カ月
と読み替える)

イ．労働時間数
１週間の労働時間数が同事業場
に所属するフルタイム勤務者の１
週間の所定労働時間数の4分の3
以上の者

労災保険二次健康診断等給付制度による
健康診断

②健康診断結果の受領

一般健康診断とその後の流れ

異常所見の有無の
チェック

●健康診断個人票を作成して5年間保存（労働安
全衛生規則第51条）

●規模50人以上の事業場は所轄監督署へ結果
報告（同規則第52条）

健康診断の実施と
事後措置にあたっては
プライバシーの保護
が重要です。

（労働者が提出）

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要
があると医師等が認める労働者には医師、保健
師による保健指導を行うよう努めてください。

医師等の意見を参考にその労働者の実情を考
慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間
の短縮などを行うほか、医師等の意見を衛生委
員会等へ報告するようにしてください。

●意見を聴く医師等は、医師（歯に有害な一定業務については歯科医師）である
が、産業医（規模50人未満の事業場は、地域産業保健センターの登録産業医
などの認定産業医）が望ましい。

医師等の意見聴取にあたり、医師等から当該健診結果情報の他、
労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業
等の回数・時間数等の業務に関する情報を求められた場合は、速
やかに当該情報を提供しなければなりません。

※一般健康診断を実施した場合の事業者が講じる労働者にかかる事後
措置等の流れです。このほか、特殊健康診断の事後措置、自発的健康
診断受診者がその結果を提出した場合の事後措置等があります。

※事後措置にあたっては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措
置に関する指針」（平成29年4月14日改正）に留意してください。

①一般健康診断の実施
（労働安全衛生法（以下、
安衛法）第66条第1項）

④異常所見者に係る医師等の意見聴取
（安衛法第66条の4）⑤就業上の措置の決定等

●対象となる労働者の意見を聴き、
十分な話合いを通じてその労働者
の理解が得られることが重要です。
●その労働者が所属する職場の管理
監督者の理解を得ることが不可欠
ですので、プライバシーに配慮しつ
つ、その管理監督者に、就業上の措
置の目的、内容などについて理解が
得られるよう必要な説明を行ってく
ださい。

就業上の措置の決定にあたり

（安衛法第66条の5）

③健康診断結果の
　労働者への通知
（安衛法第66条の6）

保健指導の実施（安衛法第66条の7）

通常勤務の
まま

休業

●所見なし

●所見あり

意
見（
就
業
区
分
）

●通常の勤務でよい

●勤務を制限する必要がある

●勤務を休む必要がある

出典：東京産業保健総合支援センター『労働衛生のハンドブック』より抜粋・編集
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